
小菅ケ谷北公園 令和 4 年度 事業計画書 

 

 

（事業計画書様式１） 

１ 施設概要（※維持管理水準書 1 ページや個別仕様書などを参考に記入してください） 

 

２ 指定管理者概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園名 小菅ケ谷北公園 

所在地   栄区小菅ケ谷四丁目 31 番ほか 

公園面積、公園種別 約 12.7ha 風致公園 

主な施設 管理棟、炊事棟、トイレ、デッキ、バーベキュー場、駐車

場等 

特徴 公園周辺は宅地開発が進んでおり、北西の舞岡公園と隣接

し、横浜市緑の七大拠点に位置付けられる舞岡・野庭の緑

地帯の一部。横浜の典型的な谷戸地形が残っており、標高

差 60m の起伏ある地形。2009 年（H21）6 月に自然観察

ゾーンが開園、2014 年(H26)には、駐車場、バーベキュー

広場を含む利用拠点ゾーン、散策の森を開園した。 

公園開園日 2009(H21)年 6 月 12 日 

指定管理者名 奈良・生駒植木共同事業体 

代表者名 奈良造園土木株式会社 

所在地 港北区新横浜 1 丁目 13－3 

指定管理期間 2019(H31）年 4 月～2023(R5)年 3 月 

現指定管理者管理運営開始日 2014(H26)年 4 月 1 日 
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（事業計画書様式２） 

 

１ 公園の管理運営にあたっての基本方針（ビジョン） 

「生物の多様性」に富んだ環境づくり 
□市の保全管理計画に即した形で、「希少な動植物」が増えることも含め、「生物の多様
性」が維持された環境を作り出す。特に、自然観察ゾーン以外のゾーンに生息する
「希少生物」についても、確実な増加を図る。 

「市民協働」も踏まえた「里山作り」の推進 
□保全計画に基づいた「里山作り」を確実に推進する。特に、園内で資源が循環する活
動を強化するため、従来の取組を継続するとともに、新たな取組も導入する。その
際、「市民協働」を積極的に取り入れる。 

「地域の多様な人達」が集い、活動できる場づくり 
□近隣住民を中心に、バーベキューや自然観察以外でも、より身近に利用し、様々な活
動や交流も出来るような環境を作る。とりわけ、子供、お年寄り、障がいのある方な
どが安心して利用できるサービスや活動を充実させるとともに、大勢が一同に集まっ
て楽しめるイベントをより増やしていく。 

 

２ 本年度の基本的な管理運営方針（ミッション） 

「生態的管理」の確実な実行 

□市の保全計画に即して、生物多様性の保全や里山作りを中心に、生態面での維持管理  
を的確に実施する。（環境整備等） 

「市民協働」の積極的な推進 

□公園は、幅広い人達に開かれたオープンスペースであり、「市民の主体的活動の場」と
して利用されることも多い。そうした市民主体の活動を支援するためにも、本公園に
おいては「市民協働」を積極的に企画・実施する。 

特に「里山作り関連の各種活動」において、「体験プログラムへの参加」を積極的に働
きかける。 

「安全対策や危機管理」の徹底 

□子供、お年寄り、障害者を含め、多様な人々が“安全かつ安心して”公園を利用して
頂くために、公園のハード・ソフト両面で「安全性」を高めていく。特に「日常的な
安全管理」「救急時対応」「障害者への対応」に力を入れる。 

 

３ 運営業務の実施計画・取組 

生態的管理の実行 

□市や専門家と連携し、各種モニタリング調査を行う。 

□専門家等との意見交換を交え、適切な環境整備を行う。 

市民協働の推進 

□市民活動（参加型イベント）を積極的に企画・実施する。 

□年間を通して行えるボランティアプログラムを企画する。(畑の管理等) 

安全対策・危機管理 

□子供、お年寄り、障害者を含め、多様な人々が安全に安心して公園を利用できるよう、ハード・ソ

フト面での安全性を高める。特に日常的な安全管理を徹底し、緊急時の対応に引き続き努める。 

□通行者の安全や防犯上の視認性確保等、特に障害者の立場に考慮した対応に努める。 
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４ 管理運営体制、人員の配置と研修計画 

（１） 管理運営体制 

（記載例：令和 4 年度 人員体制表） 

 

 

 

 

 

（２）勤務体制 

   （記載例：令和 4 年度 勤務体制表） 

職種 主な業務内容 月 火 水 木 金 土 日 

所長 現場業務統括 〇  〇  〇 〇 〇 

副所長 A 日常管理作業統括  〇 〇    〇 

副所長 B 日常管理作業統括    〇 〇  〇 

職員 C 日常管理作業 〇    〇   

職員 D 日常管理作業  〇  〇    

職員 E 日常管理作業 〇     〇  

職員 F 日常管理作業   〇   〇  

職員 G 日常管理作業  〇  〇    

 

（３）人員体制の考え方・職能等 

人員配置・職能等 

・所長・副所長、管理スタッフの 3 つの職位のもと、年間業務量・予算等を勘案して、

原則、常駐 3 名体制とする。 

・所長、副所長を責任者クラスとして、原則 1 名は出勤し、当日の統括業務を行う。 

・所長は「全体の統括、事務、企画、対外調整等」を行い、副所長は「日常管理作業の

指揮・監督」をそれぞれメインとして業務を行う。 

・所長・副所長共に、マネジメント能力、危機管理能力を有している職員を配置する。 

 

（４）職員の人材確保及び人材育成・職員の研修方針及び計画について 

人材育成 

・マルチスタッフ(多能工)として機能するよう、効果的な各種研修を行う。（個人情報

保護や接遇、各種技術研修等） 

・新規職員には、ベテラン職員が付き添い、技術継承を行い、フォローする。 

チームワークの醸成 

・本部、現場間の意思疎通の強化や、職員会議の定期開催を行い、現場の問題や課題に

ついての協議や情報共有を行う。 
 

職種 役割 

所長 1 名 統括責任者 

副所長 2 名 副統括責任者 

運営スタッフ 5 名（シフト制） 運営管理、施設管理、植生管理 
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（事業計画書様式３） 

１ 利用者サービスの向上・利用促進策 

利用者の声を伺う為の多様な手段 

・意見箱の設置や SNS、HP、現地職員による直接対応等、幅広い声を継続的に集める為の手

段を用意し、いただいた意見や要望は可能な限り、検討・改善し、対応済みのものに限りレ

ストハウスに掲示・公開する。 

実効性の高いアンケート調査 

・施設利用と自主事業の 2種類のアンケートを使い分け、より精度の高いニーズ把握を行う。 

・公園の特性を活かした各種工作教室の開催要望が多い為、継続事業含め、検討していく。 

利用促進策 

・ピザ窯を使ったアウトドア料理教室など炊事棟の有効活用を図る。 

・昨今人気のあるプレイパークの開催や各種工作教室の開催で利用者増を図る。 

 

２ 広報・プロモーションの取組 

基本的な取組 

・定番的な手法：公園パンフレット、情報案内掲示板、ちらし、ポスター、公園便り等で情報

提供を行う。 

・マスメディア等：広報効果の高い地元媒体（タウンニュース等）を中心に、マスメディアと

の情報交換や関係づくりに努め、メディアへの露出を高める。 

ホームページの効果的な運用 

・ブログ形式HPで迅速で頻繁に情報を更新する。スマートフォン対応、SEO 対策、「SNSと

の連動」(URL 表示による HP への誘導等)など、情報の拡散により力を入れ、認知度向上や

来園者数の増加を図る。 

 

３ 市民協働・市民主体の活動の支援・地域人材育成 

市民協働 

・自主事業を通じて、生態モニタリング(個体数調査等)に協力していただき、生物多様性の重

要性等を学び、理解してもらう取組を実施する。 

・里山ボランティア：近隣自治会の協力のもと、回覧板などで竹林管理や田んぼ管理等のボラ

ンティアを募集し、里山についての理解を深めていただく。 

・近隣自治会との連携イベントを企画・提案し、地域交流や地域活性化を図る。 

市民主体の活動の支援、地域人材育成 

・社会貢献活動として障害者福祉施設による物品販売やプランター管理などを継続依頼する。 

・地域人材育成として、近隣小学校の低学年を対象に「緑育」を行う。近年では、複数の学校

から依頼があり、緑の大切さを学ぶいい機会作りとして今後も継続して行う。また、近隣中

学校を対象に職業体験プログラムを企画し、「一日所長」として、来園者や近隣住民との交

流を深め、公園のあり方等を学んでいただく。 
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４ 災害時の緊急対応 

・災害発生時：本部の応援も含め、関係者が分担や連携し、対処（初期対応、安全確認、二次

対応、報告等） 

・ラジオ・Web 等で災害情報等を頻繁に確認し、状況を常に把握。 

・地域団体との連絡体制作り、地域向け防災備蓄を常備。 

・通信困難時：電話の「災害用伝言板」や「SNS」を活用する。 

 

５ 安全対策・防犯対策 

・利用者への安全指導：ルール(注意事項等)の設定と周知、日常的な声掛け等を実施。 

・施設や植栽による事故防止：日常点検・清掃、樹木管理による危険要因の低減化。 

・AED の設置・運用：小児兼用を設置。職員全員が普通救命救急を受講する。 

・悪天候時の事前対策：事前の注意喚起、警報発令時等の立入り禁止、使用中止等。 

・熱中症の予防策：注意喚起、熱中症アラートの掲示、緑のカーテンの設置等。 

・警察・消防等との連携：日常的な連絡体制の構築。情報共有、助言・相談等。 

 

６ 苦情・要望への対応・不法行為対策について 

・基本的な対応：その場で解決できる苦情は現地職員が解決。落ち着いて丁寧に対応する。 

その場で解決できない場合は迅速な回答や対応に努めつつ、本部全体で対応。 

・市への報告：重要性や緊急性に応じ、担当課に直接報告・相談を行う。 

・不法行為対策：禁止看板の設置や夜間巡視の実施(適宜)。近隣警察へ見回りのお願い等 

 

７ 本市の重要施策を踏まえた取組・環境への配慮 

・業務委託、物品調達など市内中小企業を中心に地元の人や物を積極的に活用する。 

 業務委託：電気設備、ゴミ処分、機械器具、印刷等 

 物品調達：造園資材、建設道具、各種材料、花苗等 

・環境への配慮：雨水の水やりへの活用、グリーン製品の購入、落ち葉の堆肥化等 

 

８ 個人情報保護・情報公開・人権尊重・障害者差別解消 

・個人情報取扱いマニュアルを用いて、全職員への周知徹底を図る。 

・個人情報保護に関する物理的対策（保管・破棄等）：金庫の施錠、データ移動制限、アクセ

ス制限、PC のセキュリティ設定、シュレッダー処理等を徹底する。 

・情報公開規程をベースに、情報公開の考え方や理解を深める為の研修を実施する。 

・「人権尊重に関する研修」を市のガイドブック等を活用して行うとともに、日々の業務を通

じて、人権に配慮した言動を心がけるように、意識づけや指導を行う。 

・障害者理解促進研修を通して、障害者全般についての知識や障害者差別についてなど学び、

全スタッフが障害者に対しての適切な対応方法を身につけ、理解を深める。 

・車いすや筆談器等を常備し、様々な人に対応できる環境作りに努める。 
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（事業計画書様式４） 

１ 公園の維持管理の基本方針 

・本公園の施設について、基本的に予防保全を重視し、施設の長寿命化を図っていく。これに

より、ライフサイクルコストの低減にもつなげていく。 

・維持管理水準書に即して、「日常点検」と共に「定期又は法定の点検」を確実に行う。 

・本公園の特性や利用状況を考慮した「きめ細やかな点検」を行う。 

・不具合等が確認された場合、簡易なものは速やかに修繕を行う。それ以外の場合は、写真撮

影を含めた記録を作成し、市に報告する。 

 

２ 公園施設・設備の維持管理 

・日常点検：不具合等の早期発見・対処に努める事で、事故の未然防止や長期的な管理コスト

節減につなげていく。施設等の特性や利用状況を踏まえて作成された既定のチェックシート

に即し、五感を活かした丁寧な点検を行う。 

・法定点検：施設等の設置時期を確認の上、交換対象のものは交換する。電気設備等について

は、メーカー推奨の使用期限等に基づき、委託業者から予防保全的な指摘やアドバイスも受

けて更新の必要性を市に伝える等、適切な対応に努める。 

 

３ 公園施設・設備の修繕計画 

・年 1 回、市が定める「施設管理者点検」では、園内の全施設を各構成団体の本部職員及

び、現地スタッフにより、普段は立ち入らない箇所（管理棟の屋上等）も含め、隈なく点検

を行う。その点検結果を優先に修繕を実施。その他、来園者が頻繁に使用するテーブル・ベ

ンチ、手摺り等の研磨塗装や自然観察ゾーンの木道洗浄など、来園者の安全を考慮した修繕

を行う。 

 

４ 樹木・植栽等の管理 

・市の保全管理計画を踏まえ、植生管理の更なる充実化を図る。 

・「里山の植生」を踏まえた個別的な管理：植栽管理での一律ではない個別の対応。 

・来園者の安全性・快適性の確保：自然への知識・関心のない人も利用しやすい環境作り。 

・樹木医による、定期巡視を実施。（危険要因の低減化） 

 

５ 巡視・清掃 

・ハザードマップも踏まえて、毎日既定の巡視ルートに沿って巡視。 

・本公園の特性を踏まえ、エリアごとに綿密に点検を行う。 

・利用頻度が高いエリア（利用拠点ゾーン、園路広場等）や設置物（ベンチ・テーブル等）は

特に注意し、不具合等があれば迅速に適切な対応を行う。 

・来園者の安全や美観に影響が大きい物（犬のフン、ゴミ、吸い殻、枯れ枝等）に注意し、発

見した場合は速やかに処理する。 

・美観と衛生を意識した清掃を行う。特に頻繁に使用されるトイレの美観維持に努める。 
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（事業計画書様式５） 

無料事業実施計画一覧 （自主事業含む） 

事業名 内容 新

規 

実施時期 回

数 

花の見頃ボード 

 

園内の花見頃マップによるリアルタイムでの情報発信を

行う 
 通年  

園内栽培のお茶提供 

 

園内茶畑で収穫したお茶を来園者に提供する 

 
 適時  

季節行事の飾り付け 

 

門松・鯉のぼり・七夕・ハロウィン・クリスマスと 

いった四季に合わせた園内の飾り付けを行う 
 随時  

公園案内パンフレットの

一新 

開園当初から使用している事や BBQ の直営等を踏ま

え、最新の情報を記載する為、パンフレットを一新す

る。 

 通年  

写真展・絵画展 

 
園内の自然の魅力、園児の絵画作品などを展示する  随時  

里山作り事業 

 

竹林、稲作、茶畑管理等の里山づくり体験プログラムを

実施し合わせてボランティアの募集を行う 
 通年  

障害者団体による 

物品販売活動 

イベント時にパン・クッキーの販売を障害者施設に依頼

し、障害者の社会参画に寄与する 
 適時  

近隣住民を交えた里山つ

くり(ボランティア) 

近隣住民の方と協力して里山環境の維持に取組む。(田ん

ぼつくり等) 
〇 通年  

ミストシャワー設置 

 

夏の公園利用者への熱中症防止対策の一環としてミスト

シャワーの設置する 
 ７～８月  

緑のカーテン設置 

 
管理棟建築物の夏の温度上昇抑制を図るため設置する  ７～８月  

巣箱の設置 

 

野鳥の子育てに役立つ巣箱を設置し、鳥を観察できる 

環境を整える 
 通年  

プランター良質土の回収 

 

家庭で不要になったプランター良質土を引き取り園内の

植栽に再利用する 
 通年  

ドングリの苗木の育成、 

販売を計画 

小菅ケ谷北公園ブランドのドングリの苗木として、採集

から発芽・実生木を育て販売する 
 通年  

中学生への職業体験 

 

中学生の課外授業の中で、公園業務体験プログラムを 

実施する 
 11 月 1 

プレイパーク 

 

子供たちに要望のある遊び場の提供として、自主性や冒

険心を育むプレイパークを開催する（参加費：無料） 
〇 適時 3 

緑育 

 

緑に親しみを持ってもらうため、緑の育ち方、環境との

かかわりを理解してもらう（参加費：無料） 
 適時  
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ホタル観賞会 

 

日本の夏の風物詩であった、ホタルを通じて環境保護の

重要性を理解・実感してもらう（参加費：無料） 
 7 月 1 

虫とりイベント 

 

自然観察・生き物観察を通じて、園内の生物多様性の重

要性を知ってもらう（参加費：無料） 
 6 月 1 

ノルデックウォーキング 

 

自然豊かな散策路を楽しみながら、運動効果をより高め

る健康プログラムを提供する（参加費：無料） 
 適時  

発生木を利用した工作教

室(つみき作り) 

園内の発生木を活用した工作教室を開催する 

（参加費：無料） 
〇 適時 1 

収穫祭 

 

公園内の畑で収穫された農作物（サツマイモなど）を 

来園者にふるまい楽しんでもらう（参加費：無料） 
 適時 1 

もちつき大会 

 

地域住民の多世代間交流の場として、楽しみながら公園

のより良い理解をしていただく（参加費：無料） 
 適時 1 

ザリガニ釣り 

 

子供を対象に開催。外来種のザリガニ駆除を行う事でカ

ワニナの保護につながる。 
〇 夏季 1 

物販コーナーの設置 

 

園内で育てたお米やシイタケ、タケノコ等、はまっこ

ユーキ、飲食物を管理棟脇にて販売を行う 
 通年  

 

有料事業実施計画一覧（自主事業含む） 

事業名 内容（募集人数・一人当たりの参加費） 新

規 

実施

時期 

回

数 

自主事業予算額 

総経費 収入 

タケノコ掘り 

体験会 

里山体験教室として、タケノコ堀り、竹林

管理に協力してもらう（10組・＠1,000円） 
 4 月 2 10,000 円 20,000 円 

お茶摘み体験会 
里山体験教室として、茶摘み・製茶の仕方

を体験してもらう（10 組・＠300～500円） 
 

5・6・

9 月 
3 30,000 円 15,000 円 

シイタケ菌打ち 

体験会 

里山体験教室として、シイタケ菌打ちを 

体験もらう（10 組・＠1,000 円） 
 3 月 1 10,000 円 10,000 円 

草木染め教室 

 

里山体験教室として、草木染めを体験して

もらう（15 名・＠1000 円） 
〇 8 月 1 15,000 円 15,000 円 

ハロウィン 

かぼちゃ作り教室 

季節行事に合わせた工作教室を開催する 

（10 組・＠1,000 円） 
 10 月 1 10,000 円 10,000 円 

ミニ門松作り教室 
季節行事に合わせた工作教室を開催する 

（10 組・＠1,500 円） 
 12 月 1 15,000 円 15,000 円 

ピザ窯を利用した

ピザ焼き体験 

炊事棟の活用としてアウトドア料理教室を

開催する。（10 組・＠1,500 円） 
 2 月 1 20,000 円 15,000 円 

 
 

 
     

 

 



小菅ケ谷北公園 令和 4 年度 事業計画書 

9 

 

（事業計画書様式６） 

業務の第三者委託一覧 

業務 内容 委託会社 年回数 実施月 備考 

警備 

 

管理棟機械警備 

防犯カメラ 

セコム 

 

通年 通年 随意契約 

植栽管理 

 

園内の植栽管理 

 

持田造園土木 通年 

 

都度 

 

見積合わせ 

植生・生態モニタ

リング 

保全計画に基づく調査 日環研 5 回 6～9、2

月頃 

随意契約 

電気点検等 

 

電気設備の保守修理 

定期点検 

協栄電機 通年 

2 回 

都度 

3～7 月 

見積合わせ 

ごみ処理 ごみの回収 滝田商会 通年 都度 随意契約 

経理 

 

毎月の収支、決算時の

税務処理 

河合会計事務

所 

通年 毎月 随意契約 

ISO 管理 ISO 管理 インターテック

サ ー テ ィ フ ィ

ケーション   

適時 適時 随意契約 
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（事業計画書様式７） 

収支予算書（指定管理事業のみ）                        （単位：円） 
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今年度の収支計画 

 

・利益還元として、要望の多い女性トイレの洋式化を 1基行い、利用者サービスの向上や利

用者満足度の向上を図る。 

・植栽管理や、イベントの企画・運営（講師等）など、内製化による対応を積極的に行

い、外部委託費の節減に努める。 

 

 

（事業計画書様式８） 

 運営目標 

項  目 取組み内容及び具体的な数値目標 

業務運営１ 

（様式２：運営業務の

実施計画・取組） 

・里山理解を深める為の関連イベント 3 回実施 

・生物多様性に関連するイベント実施 1 回 

・日常的な安全管理（巡視） 

・災害発生時の臨時点検の実施（適宜） 

・暑さ対策として夏季のミストシャワーの実施 

業務運営２ 

（様式２：管理運営体

制、人員の配置と研修

計画） 

・3名体制の人員配置 

・責任者クラスの人員原則 1 名を配置 

・園地作業に必要な技術研修 1 回以上 

・防災訓練 1 回 

業務運営３ 

（様式３：利用者サー

ビスの向上・利用促進

策） 

・季節に応じた装飾 2 回以上 

・園内栽培のお茶の配布サービス 2 回 

・花の見頃ボードの更新 月 1 回 

・レストハウス内に玩具や本の設置 

業務運営４ 

（様式３：広報・プロ

モーションの取組） 

・イベント情報や園内での出来事を載せた公園たよりの発行。近隣

地域を中心に配布 月 1 回 

・SNS（Twitter 等）の更新 月 2 回以上 

・HP での情報発信（イベント情報等） 

業務運営５ 

（様式３：市民協働、

市民主体の活動の支

援、地域人材育成） 

 

・地域人材育成として、緑育の実施 1 回 

・近隣中学校を対象に職業体験プログラムの企画 1 回 

・将来的に地域住民が中心となったプレイパーク開催に向けて、運      

営ボランティアの募集を行う。 

・子供向けハザードマップの作成・更新 1 回 

業務運営６ 

（様式３：本市の重要

施策を踏まえた取組・

環境への配慮） 

・市内中小企業への優先発注 100％ 

・落ち葉の堆肥化や発生木のチップ化等を行い、園内で再利用する 

・可能な物に限り、プラスチック製品から紙製品に変更し、環境へ

の配慮を行う。 

・エコキャップ運動の実施。 
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業務運営７ 

（様式４：公園の魅力

を高める施設保全・管

理） 

・里山修景の維持と各ゾーンの適切な管理を行う。（時期ごとによ

る刈込や刈高の工夫等） 

・園路沿いの草刈、枯れ枝、危険木の処理を適宜行う。 

・専門家によるモニタリング 5 回 

・職員によるモニタリング 月 1 回 

業務運営８ 

（様式４：施設（建物

等）、設備の維持管理、

修繕計画） 

・施設管理者点検 年 1 回 

・通常施設点検 年 4 回 

・施設管理者点検の結果を基に、来園者の安全を考慮した修繕計画  

を作成する。 

・ベンチ・テーブル塗装 1 回 

・木柵手摺り研磨 1 回 

業務運営９ 

（様式４：樹木、植栽

等の管理） 

・樹木医による、定期巡視 月 1 回 

・希少植物にはマークをして個体管理を行う。 

・発生木等を利用した玩具の作製 

・カエル花壇の花の植替え 2 回 

業務運営 10 

（様式４：巡視・清

掃） 

・1日 2回の定期巡視（災害時は適宜巡視） 

・視認性の高いユニフォームの着用。 

・ゾーンごとに点検の対象とポイントを分け、多様な視点での巡視

に努める。 

・美観と衛生を重視した清掃に努める。 

・トイレ清掃 1 日 2 回 

収支 

（様式７：収入確保、

経費節減策） 

・日常的に空調機の温度設定の確認と見直しを行う。 

・発生木のチップ化を行い、ゴミの低減化に努める。 

・雨水を貯め、畑に利用する。 

・現地収穫物の販売を行い、売上増を目指す。年 2 回 

 


